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令 和 ７ 年 度  

宗像市障害福祉サービス事業所等人材確保・定着事業補助金 

募 集 要 領 

 

 

【申請受付期間】 

令和７年４月１日（火） から 令和７年９月３０日（火） まで 

＊ 申請は先着順です。 

＊ 上記期間中であっても、市の予算上限に到達次第終了します。ご了承ください。 

＊ 予算上限に到達しなかった場合は、追加募集を行うことがあります。 

＊ 申請は下記窓口への持参のみとし、郵送での申請はできません。 

＊ 申請にお越しの際は、必ず事前に来庁時間をお電話にてお知らせください。 

  

 

 

 

 

 

【問合せ・申請窓口】 

宗像市 福祉政策課 （市役所北館 N５窓口） 

住所 ： 〒811-3492 宗像市東郷１丁目１番１号 

電話 ： 0940-36-9559 
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 １ 補助金の概要                                                             

 

宗像市内で障害福祉サービスを提供する事業所や施設を運営する法人（以下、「障害福祉サービス運営法

人」と言う。）が、障害福祉に従事する人材の確保または定着を目的として実施する事業について、その費用

の一部を宗像市が補助します。 

 

＜補助金の対象となる事業＞ 

Ⅰ 障害福祉人材確保事業 

Ⅱ 障害福祉人材定着事業 

 

 ２ 補助対象期間                                                             

 

○ 令和７年４月１日（火）から令和８年３月３１日（火）まで 

＊事業着手日～事業完了日が上記に該当し、令和８年３月３１日までに経費の支払いと市への実績報告が完了するものが補助対象とな

ります 

 

 ３ 補助対象者                                                             

 

補助金の対象者は、次の要件をすべて満たす障害福祉サービス運営法人です。 

 

①市内の事業所・施設において、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１

７年法律第１２３号）第５条、または、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の２の２第１項から第

６項に規定する事業を行っていること。 

②補助金の交付の申請日時点において、事業を実施していること。 

*指定はあっても実績がない場合は補助の対象外です。 

③市税の滞納がないこと。 

④申請する法人の代表者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第６号に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者でないこと。 

 

＜補助対象の基準＞ 

 法人登記地 事業所・施設の場所 

➡ 

補助対象判断 

A 
宗像市内 

宗像市内 対象 

B 宗像市外 対象外 

C 宗像市外 宗像市内 対象 

＊宗像市内で１つでも実績のある事業所・施設を運営していれば補助対象となります。 
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 ４ 補助対象経費と補助限度額                                                 

 

＜Ⅰ 障害福祉人材確保事業＞ 

 補助対象経費 
経費別 

限度額 

補助 

限度額 

（１） 

福祉・介護職員、または支援員の求人にかかる広告宣伝費用 

＊事務員など、直接的に利用者の福祉・介護や支援に関わらない職員の求人に

係る費用は対象外です。 

― 

（１）～（５）の

合計額 

３０万円 

＜※注参照＞ 

（２） 

法人または施設・事業所のホームページ等の新規作成や改

修、運用を専門業者に委託する費用 

＊ページ内で宗像市内の施設・事業所の求人情報が確認できるものに限りま

す。 

― 

（３） 就職説明会等の開催にかかる費用 
１回あたり 

１０万円まで 

（４） 
スポットワーク（スキマバイト）事業者に支払う手数料 

＊振込関連手数料は補助対象外です。 

今年度の支払合計額 

５万円まで 

（５） 人材確保につながるコンサルティングにかかる費用 ― 

 

＜Ⅱ 障害福祉人材定着事業＞ 

 補助対象経費 
経費別 

限度額 

補助 

限度額 

（１） 

資格の取得など、福祉・介護職員、または支援員の資質向上

のための研修に要する次のア～ウの費用 

 ア：受講料   イ：教材費 

 ウ：外部講師の派遣に要する費用 

＊直接的に利用者の福祉・介護や支援に関わらない職員の研修や、障害福祉に

関わらない資格取得等に係る費用は対象外です。 

＊同一法人に所属する者を講師とする場合は、ウの費用は対象外です。 

ア・イ：― 

ウ：１回あたり 

  ５万円まで 

（１）～（４）の

合計額 

３０万円 

＜※注参照＞ （２） 

資格の取得など、福祉・介護職員、または支援員の資質向上

のための研修参加に要する交通費、宿泊費、その他移動にか

かる費用 

＊直接的に利用者の福祉・介護や支援に関わらない職員の研修や、障害福祉に

関わらない資格取得等に係る費用は対象外です。 

今年度の支払合計額 

５万円まで 

（３） 
業務改善など、人材定着につながるコンサルティングにかか

る費用 
― 

（４） 
業務改善につながる情報通信等の技術の導入に係る費用 

＊備品購入費は対象外です。 
― 
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＜※注＞ 

○「障害福祉人材確保事業」「障害福祉人材定着事業」の両方に申請することが可能です。 

○補助対象経費、経費別限度額、補助限度額はすべて、消費税及び地方消費税を含みません。 

○宗像市内に３か所以上の事業所・施設を運営する障害福祉サービス運営法人は、補助限度額が４０万円と

なります。 

○補助対象となる費用は、支出が請求書等で確認できるものに限ります。なお、領収書の宛名は法人名とし

てください。（やむを得ず個人名となる場合は、別途ご相談ください） 

○国、県、その他の補助金の交付対象となる費用は補助対象外です。 

○同一法人内の複数の事業所・施設が合同で事業を行った場合は、市内の事業所・施設にかかる経費のみが

補助対象です。なお、それぞれの事業所・施設にかかる費用をはっきりと特定することができない場合は、

申請者が対象経費を案分し、その根拠となる資料を提出してください。根拠が不明な場合は不交付としま

す。 

 

 ５ 手続きの流れ                                                          

 

障害福祉サービス運営法人  宗 像 市 

   

①交付申請 

申請に必要な書類を提出してください 

 ②受付・審査 

提出書類に不備や不足があれば返却します 

④交付決定通知受領  ③交付・不交付決定 

※補助事業の変更 

提出した交付申請書（事業内容・経費）に変更や    

中止があった場合は、原則、事業実施前に申請の 

変更の承認を受ける必要があります 

⑤事業実施  

⑥実績報告 

実績報告に必要な書類を提出してください 

 ⑦受付・審査 

提出書類に不備や不足がある場合は、受け付けずに

差し戻すことがあります 

⑨交付額確定通知書受領  ⑧交付額の確定 

⑩補助金交付請求書提出  ⑪補助金支払い 

＊「⑥実績報告」の提出が３月３１日となる場合は、「⑩補助金交付請求書」も同時に提出してください。 
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 ６ 提出書類                                                             

 

各種提出様式は、下のＵＲＬか右の二次元コードから専用サイトにアクセスし、 

ダウンロードしてください。 

https://www.city.munakata.lg.jp/kiji0038190/index.html 

＊各種様式はＡ４サイズでご用意ください。 

 

＜「①交付申請」に必要な書類＞ 

提 出 書 類 備   考 

・提出書類表紙 ・上記の専用サイトからダウンロードしてください。 

・交付申請書（様式第１号） 

・事業計画書（様式第２号） 

・収支予算書（様式第３号） 

・事業計画書と収支予算書は、「障害福祉人材確保事業」と「障害福祉人

材定着事業」で様式が異なります。 

・宗像市税に滞納のないこと

の証明書 

・申請日から３か月以内に発行されたものに限ります。 

・法人名の証明書を宗像市市民課（市役所本館Ｍ３窓口）で取得してくだ

さい。取得に係る費用は申請者負担です。 

・補助事業の概要を確認でき

る資料 

・商品パンフレットやサービス提供元のホームページの写しなど、事業内

容の詳細が分かるものを提出してください。 

・補助対象経費の算出根拠と

なる資料 

・事業にかかる経費が記載された見積書や料金表の写しなどを提出して

ください。 

＊申請日以降の事業を対象とし、契約・着手等については交付決定日以降に実施することを原則とします。（やむを得ず交付決定日前に契約

する必要がある場合は、別途ご相談ください。） 

＊「障害福祉人材確保事業」「障害福祉人材定着事業」の両方を申請する場合は、提出書類をそれぞれに作成し、提出してください。 

＊申請時に記載のない経費の支出は、補助対象経費として認められません。 

＊審査時に不明な点がある場合は、必要に応じて追加の資料の提出をお願いすることがあります。 

 

＜「補助事業の変更」に必要な書類＞ 

提 出 書 類 備   考 

・補助金変更承認申請書（様式

第４号） 

・上記「事業計画書（様式第２号）」または「収支予算書（様式第３号）に変

更が生じた場合に提出が必要です。 

・事業計画書（変更用）（様式第

５号） 

・収支予算書（変更用）（様式第

６号） 

・収支予算書は、「障害福祉人材確保事業」と「障害福祉人材定着事業」で

様式が異なります。 

・変更後の事業内容や経費の

算出根拠が分かる資料 

・変更後の事業の内容が分かる資料や、新たに取得した見積書や料金表

の写しなどを提出してください。 

＊変更申請は原則として事業実施前に提出し、事前に承認を受ける必要があります。 

＊審査時に不明な点がある場合は、必要に応じて追加の資料の提出をお願いすることがあります。 

 

https://www.city.munakata.lg.jp/kiji0038190/index.html
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＜「⑥実績報告」に必要な書類＞ 

 事業が完了した日の翌日から起算して３０日以内の市役所開庁日と、令和８年３月３１日のいずれか早い日

までに、次の書類を提出してください。期限を過ぎた場合は補助対象外としますのでご注意ください。 

 

提 出 書 類 備   考 

・実績報告書（様式第８号） 

・収支報告書（様式第９号） 

・収支報告書は、「障害福祉人材確保事業」と「障害福祉人材定着事業」で

様式が異なります。 

・補助対象経費の支払いを証

明する資料 

・請求書、請求明細書の写し 

・領収書や振込明細書などの写し 

・事業を実施したことが確認で

きる資料 

＜障害福祉人材確保事業＞ 

（1）広告宣伝費：チラシや求人案内の写しなど 

（2）ホームページ等の委託費用：委託契約書及び画面キャプチャや委託

報告書などの事業成果が分かるもの 

(3)就職説明会等の開催費用：会場使用申込書や開催案内、当日の写

真、アンケート集計結果など、説明会の内容や成果が分かるもの 

(4)スポットワーク事業者への手数料：利用実績一覧など 

(5)コンサルティング費用：契約書の写しや実施記録など 

＜障害福祉人材定着事業＞ 

（1）・（２）研修の実施や参加に要する費用：研修依頼文書、研修参加者、

または講師派遣料の算出根拠となる公共交通機関の経路案内や旅行工

程表、研修資料、復命書、当日の写真、請求明細書など、研修の実施とそ

の成果が分かるもの 

(3)コンサルティング費用：契約書の写しや実施記録など 

(4)情報通信等の技術導入費：注文書や契約書の写しなど 

＊領収書などの原本を提出されても返却しませんので、必ず写しを提出してください。 

＊確認時に不明な点がある場合は、必要に応じて追加の資料の提出をお願いすることがあります。 

 

＜「⑩補助金交付請求」に必要な書類＞ 

 「⑨交付額確定通知書受領」から１週間以内と、令和８年３月３１日のいずれか早い日までに、次の書類を提

出してください。「⑥実績報告」が３月３１日となる場合は、報告書類と同時に請求書の提出をしてください。 

 

提 出 書 類 備   考 

・交付請求書（様式 11号）  

・支払金口座振替依頼書（債権

者登録） 

・既に市に登録している口座以外に振込を希望される場合のみ提出して

ください。（登録口座に変更がない場合は提出不要です） 

＊振込先口座は、申請者となる法人名義以外のものは不可とします。 
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 ７ その他の注意事項                                                         

 

＜申請・報告にあたって＞ 

○申請する法人の代表者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第６号に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者であるか否かを、福

岡県宗像警察署に照会します。 

○本補助金の交付は審査のうえ決定します。申請すれば必ず交付されるものではありません。 

○提出されたすべての資料は申請者に返却しません。 

○次のいずれかに該当する場合は、本補助金の趣旨に沿わないため、採択の対象となりません。 

 ・受給額を不当に吊り上げ、関係者へ報酬を配賦するといった不正な行為に加担するもの 

 ・政治活動または宗教活動を目的とするもの 

 ・公序良俗に反するもの 

 ・法令に違反する、または違反する恐れがあるもの 

 ・消費者保護の観点から不適切であると認められるもの 

 ・その他、市長が不適切と認めるもの 

○申請書の内容では交付・不交付を判断することができない場合は差し戻すこともありますので、申請書は

しっかりと記入してください。 

 

＜採択後＞ 

○「⑥実績報告」にて提出された書類を審査した結果、申請者が実際に受け取る補助金は「④交付決定通知」

に記載された金額より少なくなる場合があります。（交付を行わない場合もあります。） 

なお、「④交付決定通知」に記載した額を上回る実績報告はできません。 

 

＜補助事業終了後＞ 

○申請内容に虚偽や不正があることが発覚した場合や、補助事業で取得した備品等を補助事業以外の目的

（単なる私的利用や転売等）での利用がわかった場合は、交付決定を取り消すとともに、補助金を返還して

いただくことがあります。 

○市内事業者の取組事例として、事業内容を公表させていただくことがあります。 

○補助金活用事業の効果等を把握するためのアンケート調査を実施することがありますので、ご協力をお願

いいたします。 
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 ８ よくあるご質問                                                           

 

Q1 本補助金で１０万円の交付を受け、既に補助金も振り込まれました。まだ限度額の３０万円に達し

ていないため、年度内に再度補助金を申請することはできますか？ 

A1 同一法人の申請は年度内に１回とします。交付決定後に新たな事業の実施や経費の増額が発生

する場合は、補助事業の変更（変更承認申請）を行ってください。 

 

Q２ 事業の着手後でも交付申請はできますか？ 

A２ 原則、補助事業の着手または事業者との契約は交付決定後となります。やむを得ず交付決定前

に着手する必要がある場合は、別途ご相談ください。 

 

Q３ 「市税に滞納のないことの証明書」はどのように取得すればよいですか？ 

A３ 宗像市役所市民課Ｍ３窓口で交付申請してください。法人名での発行となるため、申請書に法

人印の押印が必要となります。印の持ち出しが難しい場合は、市ホームページトップ→くらし・手

続き→届出・各種証明→申請書様式→所得証明・納税証明・閲覧等から税務証明書交付申請書

をダウンロードし、あらかじめ法人印を押印した上で申請書と本人確認書類を持参ください。手

数料は３００円です。また、郵送でのご請求も可能です。 

ただし、交付申請をする日から１か月以内に市税を納付した場合は、市が納付状況を確認できな

い場合があります。その場合は、納付方法に応じて、納めた市税の領収書などを持参し、窓口で

提示してください。 

その他詳細は市民課市民係（電話番号 0940-36-１１２６）にお尋ねください。 

 

Q４ 同一法人内で障害福祉サービス事業と介護事業を行っています。宗像市介護保険課も同様の補

助金交付事業を実施していますが、申請はどちらに行えばよいですか？ 

A４ 補助事業の内容が障害福祉サービス事業と介護事業の両方に係るものであれば介護保険課に、

障害福祉サービス事業にのみ係るものであれば福祉政策課に申請してください。 

 

Q５ 補助事業の変更（変更承認申請）はどのようなときに行うものですか？ 

A５ 事業内容の大幅な変更や、補助対象経費予定額（交付申請額）の増減があった場合に行います。

発生しそうなときは、まずは福祉政策課にご相談ください。 

 

Q６ 障害福祉人材定着事業の「講師の派遣に要する費用」に、講師の方との会食費や交際費を含まれ

ますか？ 

A６ 含まれません。 

 

Q７ 予定していた事業が中止となりましたが、キャンセル料は補助対象になりますか？ 

A７ 中止の理由に関わらず対象外です。また、補助事業の変更（変更承認申請）が必要な場合があり

ますので、まずは福祉政策課にご相談ください。 
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Q8 ホームページに求人情報を掲載していませんが、補助対象経費となりますか？ 

A8 

 

障害福祉人材の確保を目的としていますので、ホームページには求人情報の掲載をお願いしま

す。 

 

Q９ 事業者への支払いが令和８年４月以降となる場合は補助対象外ですか？ 

A９ 

 

原則令和８年３月３１日までに経費支払いと実績報告を完了いただく必要があります。ただし、

実績報告時に補助対象経費への請求書の提出が可能であることと、市から補助金の支払いを受

けて３０日以内に「補助対象経費の支払いを証する書類」の提出が可能である場合は、補助対象

となる場合がありますので、福祉政策課にご相談ください。 

 

Q1０ 障害福祉人材確保事業の「就職説明会等の開催にかかる費用」は、どこまでの費用が対象経費に

含まれますか？ 

A1０ 

 

会場使用料や、会場で使用するパーテーションのレンタル費用、冷暖房費、電源使用料等の光熱

費などを想定しています。ただし、１回あたり１０万円を限度とします。 

 

Q1１ 障害福祉人材確保事業の「ホームページ等」はどのようなものですか？ 

A1１ ＷＥＢサイトやＳＮＳを想定しています。判断に迷う場合は、福祉政策課にご相談ください。 

 

Q1２ 実績報告時の添付書類に「補助対象経費の支払いを証する書類」とありますが、振込み金額がわ

かる通帳の写しだけでもよいですか？ 

A1２ 

 

請求書の写しや領収書を必ず添付してください。なお、宛名のない領収書は支払いを証する書

類とは認められません。 

 


